☑ 農業経営改善計画　　□ 青年等就農計画
の認定に係る個人情報の取扱いについて

以下の個人情報の取扱いについてよくお読みになり、その内容に同意する
場合は 「個人情報の取扱いの確認」欄に記名願います。

鈴鹿市は、農業経営改善計画又は青年等就農計画（以下「経営改善計画等」という。）の認定に際して得た個人情報について、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）等に基づき、適正に管理し、本認定業務の実施のために利用します。
また、鈴鹿市は、本認定業務のほか、地域計画（人・農地プラン）の作成・見直し、農業委員会の委員の任命、農業協同組合の理事等の選任その他の経営改善等に資する取組に活用するため、必要最小限度内で、下記の関係機関へ提供する場合があります。
このほか、専門家によるチェックの結果についても、フォローアップを実施する際のデータとして活用するため、関係機関へ提供する場合があります。
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